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築
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①
現
行

規
定
に
対

す
る
支
障
の
有
無

（
都

道
府
県
建
築
士
審
査
会
委
員
の
任
期
が
、
法
律
に
よ
り
全
国
一
律
で

設
定
さ
れ

て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
支
障
が
あ
る
か
。
）

都
道

府
県

建
築

士
審
査
会
の
委
員
任
期
に
係
る
調
査
結
果
と
対
応

１
．
調
査

概
要

２
．
調
査

結
果 3

44

支
障

が
あ
る

支
障

が
な
い

支
障

が
あ
る
主
な
理
由

・
２
年
を
超
え
て
再
任
さ
れ
る
委
員
が

多
く
、
短
期
的
な
改
選
手
続
に
係
る

事
務
負
担
が
生
じ
て
い
る
。

②
希
望
す
る
都
道
府
県
の
み
条
例
委
任

す
る
と
し
た
場
合

の
任

期
設

定
の

意
向

（
任
期
の
変
更
を
希
望
す
る
都
道
府
県
の
み
条
例
を
新
設
し
任
期
を
設
定
す
る
こ
と
を
可
能
と
し

た
場
合
、
条
例
を
新
設
し
委
員
任
期
を
設
定
す
る
意
向
は
あ
る
か
。
）

3

19
25

た
だ
ち
に
委
員
任
期
の
変
更
を
検
討
し
た
い

今
後

必
要
に
応
じ
て
委
員
任
期
の
変
更
を
検
討
し
た
い

委
員

任
期
の
変
更
は
し
な
い
意
向

地
方
分
権
改
革
に
関
す
る
提
案
募
集
に
お
い
て
、
群
馬
県
・
茨
城
県
・
栃
木
県
の
３
県
よ
り
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
柔
軟
に
対

応
で
き
る
よ
う
、
建

築
士
法
第
３
０
条
の
規
定
に
基
づ
き
都
道
府
県
建
築
士
審
査
会
の
委
員
任
期
を
２
年
と
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い

て
、
条
例
委
任
と
す
る
旨
の
提
案
が
行
わ

れ
た
と
こ
ろ
。

本
提
案
に
つ
い
て
、
各
都
道
府
県
に
お
け
る
意
向
を
把
握
す
る
た
め
、
内
閣
府
地
方
分
権
改
革
推
進
室
及
び
国
土
交
通
省
住

宅
局
建
築
指
導
課
連
名
で
、
４
７
都
道
府

県
に
対
し
て
調
査
を
実
施
。
（
調
査
期
間
：
平
成
３
０
年
９
月
１
９
日
～
９
月
２
８
日
）

（
調
査
①
）
提
案
団
体
で
あ
る
３
県
以
外
の

４
４
都
道
府
県
で
は
、
現
行
の
規
定
で
支
障
が
な
い
と
回
答
。

（
調
査
②
）
任
期
の
変
更
を
希
望
す
る
都
道

府
県
の
み
条
例
を
新
設
し
任
期
を
設
定
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
場
合
、
条
例
を

新
設
し
委

員
任
期
を
設
定
す
る
意
向
は
、
提
案
団
体
で
あ
る
３
県
以
外
の
１
９
県
が
「
今
後
必
要
に
応
じ
て
委
員
任
期

の
変
更

を
検
討
し
た
い
。
」
と
回
答
し
て
お
り
、
将
来
的
な
検
討
の
意
向
は
あ
る
。

1
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都
道

府
県

建
築

士
審
査
会
の
委
員
任
期
に
係
る
調
査
結
果
と
対

応

③
条
例

委
任
さ
れ
た
場
合
の
任
期
設
定
の
期
間

（
条
例
委
任

す
る
よ
う
見
直
さ
れ
た
場
合
、
当
該
条
例
に
お
い
て
ど
の
程

度
の
期
間
を
任
期
と
し
て
設
定
す
る
見
込
み
か
。
）

④
一
律
条
例
委
任
さ
れ
た
場
合

の
支

障
の

有
無

（
当
該
任
期
に
つ
い
て
一
律
に
条
例
で
定
め
る
こ
と
と
し
た
場
合
、
支
障
が
生
じ
る
こ
と
が
想
定
さ

れ
る
か
。
）

40

5
2

２
年

３
年

４
年

14

31

想
定

さ
れ

る
想

定
さ
れ
な
い

２
年

以
外
と
し
た
主
な
理
由

・
２
年
を
超
え
て
再
任
さ
れ
る
委
員
が

多
い
た
め
。

・
当
面
３
年
で
運
用
し
、
事
務
負
担
の

軽
減
効
果
を
確
認

し
た
い
。

想
定

さ
れ

る
と
し
た
主
な
理
由

・
現

状
の
任
期
で
特
段
の
支
障
が
生
じ
て
い
な
い
に
も
関
わ

ら
ず
、
新
た
に
条
例
を
定
め
る
こ
と
に
な
る
と
、
改
め
て
任
期

の
期
間
の
検
討
が
必
要
に
な
る
な
ど
の
業
務
が
発
生
し
、

そ
の
他
の
業
務
に
支
障
が
生
じ
る
。

・
本

県
で
は
建
築
士
法
に
係
る
条
例
が
な
く
、
制
定
後
も
現

行
の

2
年
任
期
と
す
る
都
道
府
県
に
と
っ
て
は
単
に
負
担
が

増
加
す
る
だ
け
で
あ
る
。※

回
答
保
留
２
県
あ
り

（
調
査
③
）
実
際
に
条
例
委
任
さ
れ
た
場
合
、
４
０
都
道
府
県
は
、
任
期
を
２
年
の
ま
ま
に
設
定
す
る
見
込
み
。

（
調
査
④
）
一
律
条
例
委
任
と
さ
れ
た
場
合
、
１
４
県
は
支
障
が
生
じ
る
と
回
答
し
て
お
り
、
不
必
要
な
条
例
制
定
に
よ
り
「
そ
の
他

の
業
務
に
支
障
が
生
じ
る
。
」
「
単
に
負
担
が
増
加
す
る
だ
け
」
な
ど
と
い
っ
た
強
い
反
対
意
見
が
あ
る
。

３
．
調
査

を
踏

ま
え
た
対
応
案

都
道

府
県

建
築
士
審
査
会

の
委
員
任
期
に
つ
い
て
、
条
例
で
２
年
以

外
の
任
期
を
定
め
る
こ
と
が
法
制

的
に
可
能
か
検
討
す
る
。

委
員

任
期

を
条
例
に
委
任
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
以

下
の
２
案
が
考
え
ら
れ

る
。

➀
任

期
の

変
更
を
希
望
す
る
都
道
府
県
の
み

条
例
で
任
期
を
設

定
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

➁
任

期
を
一
律
に
条
例

で
設
定
す
る
こ
と
と
す
る
。

た
だ
し
、
➀

に
つ
い
て
は
、
建
築
審

査
会
の

委
員
任

期
が
一
律
に
条
例
委

任
さ
れ
て
い

る
こ
と
と
の
関
係
か

ら
法
制
的
に
不
可
と

判
断

さ
れ

る
こ
と
、
➁

に
つ
い
て
は
、
複
数

の
都
道
府
県
か

ら
反
対
意
見
が

示
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

懸
念
さ
れ

る
。
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専
門
部
会
か
ら
の
主

な
御
指
摘
と
１
次
回
答
を
踏
ま
え
た
提
案
団

体
等

か
ら
の
見

解

1

○
提

案
募

集
検

討
専

門
部

会
か

ら
の

主
な
御
指

摘
に
つ
い
て

（
本

年
8月

6日
の

重
点

事
項

に
係

る
ヒ
ア
リ
ン
グ
）

・
地
方
公
共
団
体
が
ど
の
よ
う
な
情
報
を
求

め
て
い
る
か
ニ
ー
ズ
を
聞

い
た
上

で
国
で
整
理
し
て
検
討
し
て
ほ
し
い
。

・
地
域
公
共
交
通
施
策

を
考

え
る
主
体

で
あ
る
地

方
公

共
団
体

の
要
望

を
聞
い
て
、
希
望
が
あ
る
情
報
は
提
供
す
る

べ
き
。

・
事

業
者
の
意
向
に
関
わ

ら
ず
、
制
度
と
し
て
地

方
公

共
団
体

の
求
め
に
応

じ
て
情
報
提
供
で
き
る
仕
組
み
を
構
築
す

べ
き
で
あ
る
。

○
第

１
次

回
答

を
踏

ま
え
た
提

案
団

体
等

か
ら
の

見
解

・
提
案
時
に
は
都
道
府

県
の

経
由
事

務
と
し
て
提

案
し
た
が

、
提
案

の
趣
旨

は
地
域
公
共
交
通
施
策
に
必
要
な
情
報
が

得
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
必

ず
し
も
経

由
で
あ
る
必

要
は

な
く
、
必

要
な
事
業

者
の
経
営
・
事
業
実
績
の
情
報
を
地
方
公

共
団
体
に
共
有
す
る
仕
組
み

を
構
築
し
て
ほ

し
い
。

・
交
通

政
策
基
本
法

の
理

念
に
基

づ
き
、
地

方
公

共
団
体

が
求
め
る
情
報

を
提

供
す
る
よ
う
交
通
事
業
者
等
に
通
知
を

す
る
か
、
国
か
ら
地
方

公
共
団

体
に
必
要

な
情

報
を
提

供
し
て
ほ

し
い
。

・
提
案
団
体
に
対
し
、
本
年

8月
31

日
に
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
実

施
し
た
と
こ
ろ
、
提
案

団
体
が
求
め
る
情
報
は
以
下
の
と
お
り
。

【
鉄

道
】

〇
事

業
者

全
体

の
収

支
状
況
・
内
訳

〇
路

線
ご
と
の

旅
客
運
輸
収
入
（通

勤
・
通
学

・定
期

外
）

〇
輸

送
人

員
、
輸

送
人
キ
ロ
（通

勤
・通

学
・
定
期

外
）

〇
路

線
ご
と
の

運
行
費
用

〇
駅

間
の

乗
車

人
数

、
こ
れ
ら
の
年
齢
階
層
別
の
デ
ー
タ

【
バ

ス
】

○
事

業
者

の
規

模
別

の
収

支
状

況
等

○
運

行
系

統
、
運

行
ダ
イ
ヤ
・
運
行

回
数
、
キ
ロ
程
、
運
賃
等
（事

業
者
全
体

の
営

業
収

益
等

の
収

支
状

況
及
び
そ
の
内
訳
）

○
路

線
ご
と
の

運
送

収
入

○
路

線
ご
と
の

走
行

キ
ロ
、
輸

送
人
員
（定

期
・定

期
外
）、

平
均
乗
車
密
度

○
路

線
ご
と
の

運
行

費
用

○
バ

ス
停

の
乗

降
人

数
、
バ
ス
停
間
の
乗
車
人
数
、
こ
れ
ら
の
年
齢
階
層
別
の

デ
ー
タ

19



提
示
さ
れ
た
主
な
再
検
討
の
視
点
を
踏
ま
え
た
対
応
に
つ
い
て

○
提

案
募

集
検

討
専

門
部

会
か

ら
の

主
な
御
指

摘
に
つ
い
て

（
提

示
さ
れ

た
主

な
再

検
討

の
視

点
）

・
交
通
施
策
の
策
定

及
び
実

施
の

た
め
に
地

方
公
共

団
体
が

必
要
と
す
る
情
報
に
つ
い
て
、
国
土

交
通
省
が
保
有
し

て
い
る
情
報
の
う
ち
公

表
し
て
い
る
情
報
と
公
表

し
て
い
な
い
情

報
、
そ
れ
以

外
の
国
土
交
通
省
が
保
有
し
て
い
な
い

情
報
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
整
理
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

・
事
業
者
が
国
に
提
出

し
て
い
る
事

業
報

告
書
・
実

績
報
告

書
に
つ
い
て
は

、
交

通
政
策
基
本
法
第
９
条
、
第

10
条
及

び
第

12
条
並
び
に
地

域
公

共
交

通
の

活
性
化

及
び
再

生
に
関
す
る
法
律

第
４
条
の
趣
旨
等
を
踏
ま
え
、
地
方
公
共

団
体
の
交
通
施
策
の

策
定

及
び
実
施

に
資

す
る
情

報
が
含

ま
れ

て
い
る
場

合
に
は
、
希
望
す
る
地
方
公
共
団
体
に

当
該
情
報
を
共
有

す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
仕

組
み

を
検
討

い
た
だ
け
な
い
か

。
・
交
通
施
策
の
策
定
及

び
実
施

の
た
め
に
必

要
な
情
報

を
確

実
に
取
得

で
き
る
よ
う
な
仕
組
み
を
制
度
化
す
る
べ
き
で

は
な
い
か
。

○
御

指
摘

を
踏

ま
え
た
対

応
に
つ
い
て

・
地
方
分
権
有
識
者

ヒ
ア
リ
ン
グ
で
提
案
団

体
の
要

望
す
る
情

報
を
詳

細
に
伺

っ
た
上
で
対
応
を
整
理
す
る
よ
う
ご
指

摘
を
受
け
た
と
こ
ろ
。

・
提
案
団
体
か
ら
提

供
希

望
が

あ
っ
た
情
報

と
そ
れ
へ

の
対
応

は
次
頁

の
と
お
り
と
す
る
。

・
加
え
て
、
国
土
交

通
省

よ
り
、
公
共

交
通

事
業
者

に
対

し
、
交

通
政

策
基
本

法
第

10
条
第
２
項
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、

地
方
公
共
団
体
が
地

域
公

共
交
通

の
維

持
確
保

の
た
め
に
必
要

と
す
る
情
報

の
提
供
に
で
き
る
限
り
協
力
し
、
提

供
に
努
め
る
よ
う
、
通
知
を
発
出
す
る
こ
と
と
す
る
。

2
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提
案
団
体
か
ら
提
供
希
望
が
あ
っ
た
情
報
と
そ
れ
へ
の
対
応

に
つ
い
て

提
案
団
体
が
希
望
す
る
情
報

国
土
交
通
省
の
対
応

国
が

保
有

し
て
い
る
情
報

事
業

者
全
体
の
収
支
状
況
・
内
訳

・
鉄

道
統
計
年

報
の
公
表

を
待
た
ず
に
情
報
が
得

ら
れ

る
よ
う
、
左
記
の
情

報
に
つ
い
て
は
、
国

土
交
通
省

か
ら

希
望
す
る
地
方
公
共
団
体
に
提
供
で
き
る
よ
う
対

応
す
る
。

路
線

ご
と
の
旅
客
運
輸
収
入
（
通
勤
・
通
学

・
定
期

外
）

輸
送

人
員
、
輸
送
人
キ
ロ
（
通
勤
・
通
学
・
定
期

外
）

鉄
道

統
計

年
報
に
掲

載
さ
れ
て
い
な
い
Ｊ
Ｒ
の

上
記

と
同

種
類

の
情
報

（
現

在
、
Ｊ
Ｒ
に
つ
い
て
は

、
会
社

合
計

と
な
っ
て
お
り
、
路
線
別

で
は
公

表
し
て
い
な
い
）

・
左
記
の
情
報
に
つ
い
て
は
、
現
在
公
表
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が

、
今
回
の
提
案
を
踏

ま
え
、
国
土
交
通

省

か
ら
希
望
す
る
地
方
公
共
団
体
に
提
供
で
き
る
よ
う
対
応
す
る
。

国
が

保
有

・
公
表
し
て
い
な
い
情
報

・
路

線
ご
と
の
運
行
費
用

・
駅

間
の
乗
車
人
数
、
こ
れ

ら
の
年

齢
階

層
別

の
デ
ー
タ

・
現
状
、
鉄
道
事
業
者
も
左
記
の
デ
ー
タ
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
全
国
一
律
で
作
業
さ
せ
る
こ
と

は
多
大
な
負
担
を
強
い
る
こ
と
と
な
り
、
ま
た
、
具
体
的
に
必
要
と
す
る
情
報
の
単
位
・
内
容
も
千
差
万
別
と
考
え

ら
れ

る
こ
と
か

ら
、
地
方

公
共

団
体
と
鉄
道

事
業

者
の

個
別

協
議

で
対

応
の

可
否

を
検
討

い
た
だ
く
こ
と
と
す
る
。

3

【
鉄
道
】

【
バ
ス
】

提
案
団

体
が

希
望

す
る

情
報

国
土

交
通
省
の
対
応

国
が
保

有
し

て
い
る
情
報

事
業
者
の
規
模
別
の
収

支
状
況

等
・
「
数

字
で
見
る
自
動

車
」
の
公
表

を
待
た
ず
に

情
報
が
得
ら
れ

る
よ
う
、
左
記
の
情
報
に
つ
い

て
は
、
国

土
交
通
省
か
ら
希
望
す
る
地
方
公
共
団
体
に
提
供
で
き
る
よ
う
対
応
す
る
。

運
行

系
統
、
運
行
ダ
イ
ヤ
・
運
行
回
数
、
キ
ロ
程
、
運
賃

等
（
事

業
者
全

体
の
営
業
収
益

等
の
収

支
状

況
及

び
そ

の
内

訳
）

・
左
記
の
情
報
に
つ
い
て
は
、
現
在
公
表
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
今
回
の
提
案
を
踏
ま
え
、
国

土
交
通
省
か
ら
希
望
す
る
地
方
公
共
団
体
に
提
供
で
き
る
よ
う
対
応
す
る
。

路
線
毎
の
運
送
収
入

路
線

毎
の
走
行
キ
ロ
、
輸
送
人
員
（
定
期
・
定
期
外
）
、
平
均
乗
車

密
度

国
が
保

有
・

公
表
し
て
い
な
い

情
報

・
路
線

ご
と
の
運
行
費

用

・
バ
ス

停
の
乗
降
人
数
、
バ
ス

停
間

の
乗

車
人

数
、
こ
れ
ら
の
年

齢
階
層
別
の
デ
ー
タ

・
現

状
、
一
般
乗
合

旅
客
自
動
車
運

送
事
業
者

も
左
記
の
デ
ー
タ

を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
わ
け

で
は
な
く

、

全
国
一
律
で
作
業
さ
せ
る

こ
と
は
多
大
な
負
担
を
強
い
る
こ
と
と
な
り
、
ま
た
、
具
体
的
に
必
要
と

す
る
情
報
の
単
位
・
内
容
も
千
差
万
別
と

考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
地
方
公
共
団
体
と
一

般
乗
合
旅
客

自
動
車
運
送
事
業
者
の
個
別
協
議
で
対
応
の
可
否
を
検
討
い
た
だ
く
こ
と
と
す
る
。

公 表 非 公 表 公 表 非 公 表
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